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代表取締役等住所非表示措置の概要 

 

2024年 6 月 13 日 

One Asia Lawyers 東京事務所 

弁護士 松宮浩典 

 

 

2024 年 10 月 1 日に商業登記規則等の一部を改正する省令1（法務省令第 28 号。以

下「改正省令」といいます）が施行される予定です。 

今月のニューズレターでは、改正省令によって創設された「代表取締役等住所非表

示措置2」について解説いたします（以下「本措置」といいます）。 

 

１  背景 

 

現在、会社は、会社代表者の氏名及び住所を登記する義務があり（会社法第 911 条

第 3 項第 14 号）、登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス（以下

「登記事項証明書等」といいます）を取得することにより、誰でも代表者の住所を知

ることが可能です。しかしながら、個人情報保護の観点から現状の制度を見直すべき

との議論があり、本措置が創設されました。 

 

２ 本措置について 

 

代表取締役等住所非表示措置は、下記の要件下にて、株式会社の代表取締役、代表

執行役又は代表清算人（以下「代表取締役等」といいます）の住所の一部を登記事項

証明書等に表示しないこととする制度になります。 

 

（１）本措置の要件 

本措置における要件は次のとおりです。 

 

① 登記申請と同時に申し出ること。 

本措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨申し出る必要が

あります。 

また、申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住

所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登

 
1 商業登記規則等の一部を改正する省令（令和 6 年法務省令第 28 号） 
2 法務省「代表取締役等住所非表示措置について」 

https://www.moj.go.jp/content/001417159.pdf
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html
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記の申請と同時にする場合に限りすることができます。 

 

② 所定の書面を添付すること。 

代表取締役等住所非表示措置の申出に当たっては、以下の区分に応じた書面

の添付が必要となります。 

 

【上場会社である株式会社の場合】 

株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面。 

なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、不要です。  

 

【上場会社以外の株式会社の場合】 

以下（1）から（3）までの書面。 

なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、（2）のみ

の添付で足ります。 

また、株式会社が一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている

場合は、（3）の添付は不要です。 

 

（1） 株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて

配達証明郵便により送付されたことを証する書面等 

（2） 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書

（例）住民票の写しなど 

（3） 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面 

（例）資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など 

 

（２）本措置が講じられた場合 

本措置が講じられた場合、登記事項証明書等において、代表取締役等の住所は最

小行政区画まで、すなわち市区町村まで（東京都においては特別区まで、指定都市

においては区まで）しか記載されないこととなります。 

なお、代表取締役等住所非表示措置の対象となる住所は、申出と併せて申請され

る登記によって記録される住所に限られています。 
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＜登記事項のイメージ＞ 

（参考：「代表取締役等住所非表示措置について」） 

 

役員に関する事項 取締役   甲野太郎 

東京都大田区東蒲田二丁目 3番 1号 

代表取締役 甲野太郎 

監査役   乙野次郎 

 

 

 

役員に関する事項 取締役   甲野太郎 

東京都大田区 

代表取締役 甲野太郎 

監査役   乙野次郎 

 

本措置が講じられた場合の留意点として、登記事項証明書等によって会社代表者

の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当

たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類（会社の印鑑証明書

等）が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されています。  

また、代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法に規定

する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた

場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。 

 

（３）本措置の終了 

代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社から当該措置を希望しない旨

の申出があった場合や当該株式会社が本店所在場所に実在しないことが認められた

場合などには、登記官が職権で当該措置を終了させることになります。 

なお、代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出は、登記申請と同時で

ある必要はなく、単独で行うことが可能です。 

 

以上 

 

--------------------------------------------------------------------------------  

本記事に関するご照会は以下までお願いいたします。 

弁護士 松宮浩典 

hironori.matsumiya@oneasia.legal 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html
mailto:hironori.matsumiya@oneasia.legal
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松宮浩典 

弁護士法人 One Asia 東京オフィス パートナー弁護士 

外資系法律事務所において日本国内外の投資ファンドを代理し

て不動産を中心とするファイナンス業務に携わった後、日系の

法律事務所において企業間の紛争解決、Ｍ＆Ａをはじめとする

企業法務全般に携わる。 

現在は、日本国内及びアジア・クロスボーダーのＭ＆Ａ、オフ

ィスビル、倉庫、ホテル等の大型不動産の取得及び売却に係る

ファイナンス業務や企業間の紛争解決を主たる業務としつつ、

多数の企業の法律顧問又は社外監査役を務め、コーポレート・

ガバナンス関連業務も担うなど、企業関連の法律業務全般に精

通。 

 

◆ One Asia Lawyers ◆ 

「One Asia Lawyers Group は、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的なリ

ーガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。One Asia 

Lawyers Group は、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法律

のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクティカルで、シームレスなリーガルサー

ビスを提供しております。  

この記事に関するお問い合わせは、ホームページ https://oneasia.legal または info@oneasia.legal 

までお願いします。 

なお、本ニューズレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グループ・メ

ンバーファームの法的アドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解

であり当グループ・メンバーファームの見解ではございません。一般的情報としての性質上、法令の条

文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず

各メンバーファーム・弁護士にご相談ください。 

https://oneasia.legal/
mailto:info@oneasia.legal

